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１ 趣旨 

  函館市では，本市の中心市街地である駅前・大門地区のにぎわいを創出するため，

はこだてグリーンプラザの活用方法について，検討しているところです。 

  現在，はこだてグリーンプラザについては，事業者による商行為を規制しています

が，本事業は，この規制緩和を検討するため，社会実験として，「オープンカフェの

営業」を行うものであり，この事業に出店いただける事業者を募集します。 

 

２ 実施場所 

  はこだてグリーンプラザ 

  Ｂブロック（松風町 10 番 62）およびＣブロック（松風町２番 23） 

    （別添１ 位置図参照） 

 

３ 出店日    

  概ね６月から 10 月までの 10 日間 

  ただし，７月 17 日，７月 18 日，港まつり期間中を除く 

 

４ 出店者数 

  ① 出店者は，出店の内容等により，原則，１日あたり１～４店舗とします。 

  ② １出店者は，期間内に１回の出店を原則とします。 

    ただし，出店希望者数の状況等により，複数回出店できます。 

 

５ 営業時間 

  午前 11 時から午後４時まで 

この時間帯は，必ず営業していただきます。 

ただし，承認を得た場合，営業時間を延長することができます。  

 

６ 出店基準 

（１）営業内容 

  ① オープンカフェ    

    

    

    

     

本事業におけるオープンカフェは，中心市街地である駅前・大門地区の都市空

間において，開放的な雰囲気の中，市民や観光客が憩い，楽しめるとともに，街

に魅力的な彩りを加え，にぎわいを創出することを目指しています。 

このような観点から，販売できる商品は，原則，別添２「販売商品基準」に合

致するものとします。 

    

  ② 付随事業（任意事業） 

    オープンカフェ出店者は，事前協議し，承認を得た場合，オープンカフェに付

随した，にぎわい創出に資する事業を実施することができます。 

       【例】出店店舗に関連した商品の販売  

【オープンカフェとは】 

 道路など屋外にテーブル・イスを設置し，コーヒー等を飲みながら，休憩や読書の場， 

コミュニケーションの場として，利用される店舗のことをいいます。 
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（２）出店できる方 

   本事業での販売行為を通常の業務としている方で，以下に該当する方 

  ① 保健所より自動車営業の許可を得ている方 

  ② 保健所より露店営業の許可を得ている方，または営業日までに許可を得ること

が可能な方 

    なお，自動車営業の許可を得ている方については，グリーンプラザ内に許可車

両を乗り入れて営業できます。 

 

（３）ゴミの処理 

   営業に伴って排出されるゴミについては，１個以上ゴミ箱を設置し，出店者の責

任において，回収・処理してください。 

 

（４）出店者の協力 

   出店者は，営業終了後，別添３「利用者状況調査表」および別添４「出店者意向

調査表」に記入いただき，必ず提出していただきます。 

 

７ 会場設営 

 ① 営業に使用する設備は，原則，出店者が用意してください。 

   ただし，出店者が，自ら持ち込もうとするテーブル，イス，看板等について，事

前に報告し，承認を得てください。 

② テーブル・イス等については，数に限りはありますが，株式会社はこだてティー

エムオーが，用意できます。 

③ グリーンプラザに設置されている電源を無償で使用することができますが，

電気容量により，使用を制限することがあります。 

 （必要な場合は，発電機を持参してください。） 

 

８ 出店者の事業費 

 ① 営業による各出店者の収益は，全て出店者の利益とします。 

 ② 出店に関わる費用については，各出店者が負担してください。 

 ③ 「利用者状況調査」，「出店者意向調査」等への協力謝礼として，１出店者あた

り 20,000 円をお支払いします。 

 

９ その他の出店要件 

 ① 騒音等で地域住民や他の出店者に迷惑をないようにしてください。 

 ② 法令の許可等が必要なときは，出店者において，手続きを行ってください。 

③ 出店許可の譲渡および転貸は禁止します。 

④ 出店者の管理瑕疵等により，第３者と紛争が生じ，または，第３者に損害を与え

たときは，出店者の責任において，その紛争を解決し，または，その損害を賠償す

ることとします。 
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10 出店の選定 

  出店者の選定は，出店申込書の内容，出店申込数の状況等により行い，決定後速や

かに，結果をご連絡し，出店許可書を発行します。 

なお，出店にあたって，出店内容，出店日等の変更をお願いすることもあります。 

 

11 事業の中止 

  天候や事故等により，株式会社はこだてティーエムオーが，事業の実施が適

切ではないと判断した場合，事業を中止することがあります。この場合，出店

日前日の午後５時までにご連絡します。 

なお，事業中止の場合，協力謝礼金については，支払うことができませんの

で，予めご了承ください。 

 

12 出店申込み 

（１）募集期間 

   随時受け付けします。 

    

 

（２）募集時間 

午前９時から午後５時まで 

   ただし，下記まで事前に連絡の上，別添５「出店申込書」をご持参ください。 

 

（３）申込み先／問い合わせ先 

株式会社はこだてティーエムオー 

函館市若松町 18 番１号 ＴＭＯビル２階 

電話：0138-24-0033 ＦＡＸ：0138-24-0022 

 


